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北海道障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 

 

第１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123 号。以下

「障害者総合支援法」という。）第 76 条の３及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33 条

の 18に基づく障害福祉サービス等情報公表について、必要な事項を定める。 

第２ 趣旨 

障害者総合支援法第 76条の３第１項及び児童福祉法第 33条の 18第１項に規定する対象事業者

（以下「事業者」という。）から報告される障害福祉サービス等情報の受理、調査、情報の公表等

の事務を毎年度実施するに当たり、当該事務を効率的かつ円滑に行うため、本要綱を策定する。 

第３ 情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類 

１ 指定障害福祉サービス（共生型障害福祉サービスを含む。） 

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、

指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支

援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助 

２ 指定地域相談支援 

指定地域移行支援及び指定地域定着支援 

３ 指定計画相談支援 

４ 指定通所支援（共生型通所支援を含む。） 

指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援（指定発達支援医療機関が行うものを除く。）、指定

放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援 

５ 指定障害児相談支援 

６ 指定入所支援（指定発達支援医療機関が行うものを除く。） 

指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設 

第４ 報告の対象となる事業者 

障害者総合支援法第 76条の３第１項及び児童福祉法第 33 条の 18第１項の規定により、新たに

指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障害福祉サービス等

の提供を開始しようとするときに報告の対象となる。 

また、障害者総合支援法第 76条の３第１項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則（平成 18 年厚生労働令第 19 号。以下「障総則」という。）第 65 条の９

の６並びに児童福祉法第33条の 18第１項及び児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号。

以下「児福則」という。）第 36条の 30 の２の規定により、災害その他知事に対し情報公表対象サ

ービス等の報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者を除き、実施要綱等で

定める基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者が報告の対象となる。 

第５ 実施主体 

情報公表制度の事務の実施主体は、事業者に対し、指定障害福祉サービス事業者等に係る指定

を行った知事とする。 

ただし、市町村長（指定都市、中核市及び児童相談所設置市の長を除く。）から指定を受けた指

定特定相談事業者が提供する、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援に係る情報公表の事務

の実施主体は、当該市町村を管轄する知事とする。 

第６ 基準日 

各年４月１日 

第７ 実施期間 

各年４月１日から翌年３月 31日まで 

第８ 報告開始日 

１ 当該年度４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始している事業者 

当該年度５月１日 
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２ 当該年度４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者 

指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日（ただし、当該指定を受けた日が当該年度５

月１日以前となる場合は、当該年度５月１日） 

第９ 報告期限 

１ 当該年度４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 

  当該年度７月 31 日 

２ 当該年度４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 

指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から２か月以内（ただし、報告期限が当該年

度７月 31日以前となる場合は、当該年度７月 31日） 

３ 上記期限より後に報告のあったものについては随時対応する。 

第 10 公表の時期 

１ 当該年度４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 

  当該年度９月下旬 

２ 当該年度４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者 

  報告後１ヶ月以内（ただし、公表の時期が当該年度９月下旬以前となる場合は当該年度９月下

旬） 

３ 対象事業者による報告状況、道による確認作業の進捗状況により遅れる場合がある。 

第 11 障害福祉サービス等情報の具体的内容 

障害者総合法第 76条の３第１項及び児童福祉法第 33 条の 18第１項の規定に基づき、障総則の

別表第１号及び別表第２号並びに児福則の別表第２及び別表第３に掲げる項目に関する具体的内

容は、それぞれ、別添１基本情報及び別添２運営情報のとおりとする。 

第 12 報告の方法 

事業者は、原則、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システ

ム」（以下「公表システム」という。）を通じて知事に報告することとする。ただし、公表システム

を通じて報告できないやむを得ない事情がある場合については、文書等による報告も可能とする。 

第 13 障害福祉サービス等情報の更新の取扱い 

法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページ及びメールアドレスに

ついては、指定障害福祉サービス等事業所の情報として重要な事項であるため、事業者は、当該事

項について修正又は変更のあったときに、公表システムを通じて知事に報告を行うこととする。 

第 14 是正命令を受けた事業者に係る障害福祉サービス等情報の取扱い 

事業者は、知事から、障害者総合支援法第 76 条の３第４項及び児福法第 33条の 18 第４項の規

定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた事業者に係る障害福祉サービス等情報

について、知事の指示により、調査又は公表を行うこと。 

第 15 調査の実施 

１ 調査の目的 

障害者総合支援法第 76条の３第３項及び児福法第 33 条の 18第３項の規定による調査は、利用

者保護等の観点から、知事が事業者から報告された障害福祉サービス等情報の根拠となる事実を

確認するために行うものである。 

２ 調査の実施時期 

事業者から報告された障害福祉サービス等情報の内容に係る調査は、次の場合に行う。 

(1) 報告された内容に虚偽が疑われるとき 

(2) 公表内容について、利用者から苦情等があったとき 

(3) 指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行うとき 

(4) その他（食中毒や感染症の発生、火災、虐待等の問題が生じたとき等） 

３ 調査の実施方法 

(1) 基本的事項 

ア 調査の実施体制 
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調査は、職員１名以上で行うものとする。 

イ 調査の内容 

調査は、第 11の基本情報及び運営情報について確認を行うものとする。 

ウ 調査の方法 

調査は、原則、事業者を訪問し、当該調査に関して事業者を代表する者との面接調査により

行う。だたし、面接調査以外の方法により適正な調査が実施できる場合は、その他の方法によ

り行う。 

(2) 具体的事項 

ア 面接調査の方法 

(ｱ) 調査の時点及び期間 

調査の時点は、報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象期間は、報告された情

報の作成日の前１年間とする。 

(ｲ) 基本情報の調査方法に係る共通的事項 

調査は、当該情報の内容が確認できる記録等の書類や事業所内外の目視等により確認す

るものとする。 

(ｳ) 運営情報の調査方法に係る共通的事項 

ａ 調査は、運営情報において、実施していると報告のあった事項について、その具体的な

方法の確認を行うものとする。 

ｂ 具体的な方法を確認するに当たっては、当該取組の実施の有無を確認するものとし、

取組の実施内容に関する良し悪しの評価、改善指導等を行わないものとする。 

ｃ 具体的な方法を確認するに当たり、利用者ごとの記録等の事実確認を行う場合につい

ては、当該記録等の原本を１件確認することで足りるものとする。 

ｄ 具体的な方法を確認するに当たっては、紙、電子媒体等の形式は問わないものとする。 

ｅ 研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、当該研修会等の題目、開催日、

出席者及び実施内容の概要を確認するものとする。 

ｆ 各種研修については、事業者が自ら実施するもの又は外部の研修へ参加させるものの

別を問わないものである。 

イ 調査の終了 

調査の終了時においては、調査結果について、事実誤認がないこと及び調査結果がそのま

ま公表されるものであることについて事業者の同意を得るものとする。当該同意をもって、

調査が終了するものとする。 

４ 調査事務に関する留意点 

本制度における調査は、事業者が自らの責任で報告する障害福祉サービス等情報について、知

事が必要と認める場合に当該情報の事実確認を行うための仕組みであり、当該調査による事実確

認により、事業者が実施する取組の良し悪しや、事業者自体を評価する仕組みではないことに留

意すること。 

第 16 情報の公表 

１ 手続き 

知事は、本要綱等に基づき、事業者が提供する指定障害福祉サービス等の種類・事業所ごとの基

本情報及び運営情報を公表する。 

また、調査を実施した場合には、当該調査結果について公表する。 

２ 公表の方法等 

知事が行う情報の公表方法は、次によるものとする。 

(1) インターネットによる公表 

知事は、管轄の事業者の障害福祉サービス等情報を公平に公表するとともに、極めて多くの

事業者の情報の中から、利用者が必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するた

め、インターネットによる公表を行うものとする。 



 4 / 5 
 

また、知事は、インターネットによる公表情報が適切に障害福祉サービス等の利用者等に伝

わるよう、利用者の家族、市区町村、相談支援事業者等に対し、本制度の活用について普及啓発

に努めるものとする。 

(2) その他の公表方法 

知事は、利用者等からの要請に応じて、紙媒体による情報提供、閲覧等についても行うものと

する。 

(3) 事業者による公表 

事業者は、公表する障害福祉サービス等情報について、障害福祉サービス事業所等の見やす

い場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるものとする。 

また、利用者等が希望する場合は、事業者は、利用者等のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書に、公表する障害福祉サービス等情報を添付することが望ましい。 

第 17 相談及び苦情等の対応 

１ 相談及び苦情等対応窓口 

(1)  各地域の窓口 

次のとおりとする。 

なお、札幌市、函館市、旭川市所在の事業所については、それぞれの市役所担当課が窓口とな

る。 

機関名 所在地 電話 

空知総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒068-8558 

岩見沢市 8条西 5丁目 空知合同庁舎内 

0126-20-0109 

石狩振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒060-8558 

札幌市中央区北 3条西 7丁目 道庁別館 5階 

011-204-5864 

後志総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒044-8588 

 倶知安町北 1条東 2丁目 後志合同庁舎内 

0136-23-1936 

胆振総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒051-8558 

 室蘭市海岸町 1丁目 4-1 

 むろらん広域センタービル内 

0143-24-9841 

日高振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒057-8558 

 浦河町栄丘東通 56 

0146-22-2559 

渡島総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒041-8558 

 函館市美原 4丁目 6-16 渡島合同庁舎内 

0138-47-9536 

檜山振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒043-8558 

 江差町字陣屋町 336-3 

0139-52-6650 

上川総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒079-8610 

 旭川市永山 6条 19 丁目 1-1 上川合同庁舎内 

0166-46-4982 

留萌振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒077-8585 

 留萌市住之江町 2丁目 1-2 留萌合同庁舎内 

0164-42-8319 

宗谷総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒097-8558 

 稚内市末広 4丁目 2-27 

0162-33-2985 

オホーツク総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒093-8585 

 網走市北 7条西 3丁目 網走合同庁舎内 

0152-41-0690 

十勝総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒080-8588 

 帯広市東 3条南 3丁目 1 十勝合同庁舎内 

0155-27-8518 

釧路総合振興局 

 保健環境部社会福祉課 

〒085-8588 

 釧路市浦見 2丁目 2-54 

0154-43-9254 
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根室総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒087-8588 

 根室市常盤町 3丁目 28番地 

0153-23-6915 

 

 (2)  総合窓口 

機関名 所在地 電話 

保健福祉部福祉局 

障がい者保健福祉課事業指導係 

〒060-8558 

札幌市中央区北３条西６丁目 

011-204-5075 

２ 苦情等に対する基本的な対応 

公表されている情報（以下「公表情報」という。）に関する利用者等からの苦情等については、

知事は、事業者に対する照会等を行い、適切な説明が得られた場合は、利用者等に対し説明を行

う。 

また、この場合、公表情報の訂正が必要な場合は、事業者から公表情報の訂正の報告を受けた

後、速やかに公表するものとする。 

事業所から適切な説明が得られなかった場合、知事は、障害者総合支援法第 76条の３第４項及

び児福法第 33条の 18 第４項の規定に基づく報告内容の是正命令等の対応について検討する。 

３ 苦情等に関する対応経過の記録等 

知事は、利用者等からの苦情等に関する対応の経過を記録するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年５月８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年７月 30日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月 23 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月 12 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月４日から施行する。 

 

 


